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ごあいさつ
　私たちのまち福山市は，来る 2016 年（平成 28 年）に市制施行 100 周年を迎えま
す。市制施行以来，本市は，先人たちのたゆまぬ努力と英知のもと悠久の歴史を築
き，広域交通網の優位性，活力ある産業の集積，自然災害の少なさなど定住環境に
恵まれた都市として発展してきました。
　これまで，2016 年（平成 28 年）を目標年次とする基本構想に基づき，前期基本
計画を策定し，計画的で効果的な施策・事業の展開に努めて参りました。しかし，
この間，我が国では少子化・高齢化の更なる進行や人口減少社会の到来，地方分
権の進展など社会構造が大きく変化している状況の中，東日本大震災，原発事故
が発生しました。さらに，世界的な金融危機や，円高など経済情勢も厳しさを増し
ております。本市を取り巻く環境も非常に厳しい状況にありますが，どのような
状況にあっても持続可能な行政運営を行っていくことが，最大の市民サービスで
あると考えています。
　このため，将来を見据え，社会経済情勢の変化に的確に対応できるよう前期基
本計画の施策を再構築する中で後期基本計画を策定しました。「チャレンジふく
やま　新たなる創造と飛躍」をキャッチフレーズに，市政運営の礎としている協
働のまちづくりの取組を更に深め，真の住民自治の確立に努めて参ります。また，
備後圏域の中核都市として活力と魅力あふれる圏域づくりに，より一層取り組ん
で参ります。基本構想に定める将来都市像「にぎわい　しあわせ　あふれる躍動
都市　～ばらのまち　福山～」の実現をめざし，夢と希望にあふれる「いつまでも
福山市に住み続けたい」と思える持続可能で未来志向のまちづくりに全力を尽く
して参りますので，市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
　最後に，計画の策定に当たり，市民アンケートや高校生・大学生ワークショッ
プ，パブリックコメントなどを通じて貴重な御意見・御提言をいただきました市
民の皆様を始め，様々な形で御協力いただきました皆様に対し，心から感謝申し
上げます。

2012年（平成24年）3月 福山市長　　 田   皓

福山市民憲章

市 章

制定　1917年（大正6年）7月1日

私たちは　恵まれた自然の中に育った　福山の市民です
私たちの福山市は　たくましい市民の不屈の精神によって築かれ
大きく発展しつづけている希望の町です
私たちは　福山市民であることに誇りと責任をもち　お互いのしあわせをねがい
よい市民となるために市民憲章を定め　心のよりどころとします

１ 心に太陽をもち　胸をはって元気に働きましょう 
１ 小さな親切を　勇気をもって行いましょう
１ きまりを守り　よい習慣をつくりましょう
１ 子どもたちのために　明るい家庭と美しい町をつくりましょう
１ 文化を育て　健康で平和な社会を築きましょう
１ 人権を尊重し　差別のない人間関係をつくりましょう 

制定　1966年（昭和41年）11月3日　　　改定　1983年（昭和58年）4月1日
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